
平
成
十
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
六
号

警
察
官
等
特
殊
銃
使
用
及
び
取
扱
い
規
範

警
察
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
察
官
等
特
殊
銃
使
用
及
び
取
扱
い
規
範
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
三
条
）

第
二
章
　
特
殊
銃
の
使
用
体
制
（
第
四
条―

第
六
条
）

第
三
章
　
特
殊
銃
の
使
用
等
（
第
七
条―

第
十
五
条
）

第
四
章
　
特
殊
銃
の
管
理
（
第
十
六
条―

第
十
八
条
）

第
五
章
　
特
殊
銃
の
手
入
れ
及
び
検
査
（
第
十
九
条
・
第
二
十
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
警
察
官
及
び
皇
宮
護
衛
官
が
特
殊
銃
を
適
正
か
つ
的
確
に
使
用
し
、
及
び
取
り
扱
う
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
特
殊
銃
」
と
は
、
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
六
十
七
条
（
同
法
第
六
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
警
察
官
又
は
皇
宮
護
衛
官
が
所
持

す
る
銃
の
う
ち
、
同
法
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は
同
法
第
六
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
警
察
官
又
は
皇
宮
護
衛
官
が
貸
与
さ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う
。

２
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
警
察
本
部
長
」
と
は
、
警
視
総
監
及
び
道
府
県
警
察
本
部
長
を
い
う
。

（
皇
宮
護
衛
官
へ
の
準
用
）

第
三
条
　
次
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
皇
宮
護
衛
官
の
特
殊
銃
の
使
用
及
び
取
扱
い
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
警
察
本
部
長
」
と
あ
る
の
は
「
皇
宮
警
察
本
部
長
」

と
、
「
警
視
庁
及
び
道
府
県
警
察
本
部
」
と
あ
る
の
は
「
皇
宮
警
察
本
部
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章
　
特
殊
銃
の
使
用
体
制

（
特
殊
銃
を
配
備
す
る
所
属
の
指
定
）

第
四
条
　
特
殊
銃
は
、
次
に
掲
げ
る
任
務
を
遂
行
す
る
も
の
と
し
て
警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
機
動
隊
そ
の
他
の
所
属
（
以
下
「
指
定
所
属
」
と
い
う
。
）
に
配
備
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
社
会
に
不
安
又
は
恐
怖
を
与
え
る
目
的
で
重
要
な
施
設
を
破
壊
す
る
行
為
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
施
設
に
つ
い
て
、
特
殊
銃
を
用
い
て
警
戒
し
、
警
備
す
る
任
務

二
　
航
空
機
の
強
取
又
は
人
質
に
よ
る
強
要
に
係
る
犯
罪
そ
の
他
高
度
の
対
処
能
力
を
必
要
と
す
る
犯
罪
に
つ
き
、
特
殊
銃
を
用
い
て
、
こ
れ
を
鎮
圧
し
、
又
は
そ
の
被
疑
者
を
逮
捕
す
る
任
務

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
凶
悪
な
犯
罪
を
予
防
し
、
鎮
圧
し
、
又
は
そ
の
被
疑
者
を
逮
捕
す
る
任
務
で
あ
っ
て
、
そ
の
遂
行
上
特
殊
銃
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
と
警
察
本
部
長
が
認
め
る
任
務

（
特
殊
銃
を
使
用
す
る
警
察
官
の
指
定
）

第
五
条
　
警
察
本
部
長
は
、
指
定
所
属
に
所
属
す
る
警
察
官
の
う
ち
か
ら
、
当
該
指
定
所
属
に
配
備
さ
れ
た
特
殊
銃
に
つ
い
て
、
個
別
に
、
こ
れ
を
使
用
す
る
警
察
官
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
指
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
前
条
各
号
の
任
務
に
係
る
特
殊
銃
の
使
用
を
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
心
身
の
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　
特
殊
銃
の
使
用
及
び
取
扱
い
に
関
し
高
度
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

（
訓
練
等
）

第
六
条
　
警
察
官
等
拳
銃
使
用
及
び
取
扱
い
規
範
（
昭
和
三
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
。
以
下
「
拳
銃
規
範
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
は
、
特
殊
銃
の
訓
練
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
拳
銃
規
範
第
十
五
条
中
「
所
轄
庁
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
警
察
本
部
長
」
と
、
「
図
る
た
め
」
と
あ
る
の
は
「
図
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
」
と
、
「
所
属
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
所
属
」
と
、
「
拳
銃
訓
練
」
と
あ
る
の
は
「
特
殊
銃

訓
練
」
と
、
拳
銃
規
範
第
十
六
条
第
一
項
中
「
所
轄
庁
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
警
察
本
部
長
」
と
、
「
所
属
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
所
属
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
命
ぜ
ら
れ
た
部
署
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
所
属
」
と
、
「
拳
銃
訓
練
」

と
あ
る
の
は
「
特
殊
銃
訓
練
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
警
察
本
部
長
は
、
必
要
に
応
じ
、
指
定
所
属
に
所
属
す
る
警
察
官
が
特
殊
銃
の
使
用
及
び
取
扱
い
に
関
し
高
度
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
検
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
章
　
特
殊
銃
の
使
用
等

（
任
務
遂
行
の
命
令
）

第
七
条
　
警
察
本
部
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
指
定
所
属
の
長
（
以
下
「
指
定
所
属
長
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
第
四
条
各
号
の
任
務
の
遂
行
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
命
令
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
任
務
の
概
要
（
予
想
さ
れ
る
特
殊
銃
の
使
用
の
態
様
を
含
む
。
）

二
　
当
該
任
務
の
遂
行
の
た
め
に
用
い
る
特
殊
銃
の
種
類
及
び
数

三
　
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
警
察
官
（
以
下
「
指
定
警
察
官
」
と
い
う
。
）
が
特
殊
銃
を
取
り
出
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
関
す
る
判
断
の
基
準

四
　
指
定
警
察
官
が
特
殊
銃
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
関
す
る
判
断
の
基
準

五
　
弾
丸
を
連
続
し
て
発
射
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る
特
殊
銃
を
用
い
る
場
合
に
は
、
指
定
警
察
官
が
当
該
装
置
を
作
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
関
す
る
判
断
の
基
準

六
　
そ
の
他
指
定
警
察
官
が
特
殊
銃
を
適
正
か
つ
的
確
に
使
用
し
、
及
び
取
り
扱
う
た
め
必
要
な
事
項

1



２
　
前
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
の
判
断
の
基
準
は
、
予
想
さ
れ
る
特
殊
銃
の
使
用
の
態
様
に
応
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
殊
銃
の
携
帯
に
関
す
る
指
示
）

第
八
条
　
指
定
所
属
長
は
、
前
条
第
一
項
の
命
令
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
任
務
の
遂
行
に
当
た
り
特
殊
銃
の
使
用
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
現
場
指
揮
官
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し

て
、
特
殊
銃
の
携
帯
に
つ
い
て
指
示
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
急
を
要
す
る
場
合
そ
の
他
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
特
殊
銃
の
携
帯
に
つ
い
て
指
示
を
行
う
に
際
し
現
場
指
揮
官
を
指
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
特
殊
銃
を
携
帯
す
る
指
定
警
察
官
及
び
そ
の
携
帯
す
る
特
殊
銃

二
　
特
殊
銃
の
携
帯
を
開
始
す
る
日
時

三
　
特
殊
銃
を
携
帯
す
る
指
定
警
察
官
の
配
置
、
活
動
区
域
そ
の
他
そ
の
活
動
の
要
領
（
予
想
さ
れ
る
特
殊
銃
の
使
用
の
態
様
を
含
む
。
）

四
　
前
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
警
察
本
部
長
が
示
し
た
判
断
の
基
準
（
現
場
の
状
況
、
事
態
の
推
移
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
当
該
判
断
の
基
準
に
つ
い
て
追
加
し
、
又
は
補
充
す
べ
き
事
項
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
指
定
所

属
長
が
追
加
し
、
又
は
補
充
し
た
事
項
（
以
下
単
に
「
追
加
事
項
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）

五
　
前
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
警
察
本
部
長
が
示
し
た
判
断
の
基
準
（
追
加
事
項
を
含
む
。
）

六
　
前
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
警
察
本
部
長
が
示
し
た
判
断
の
基
準
（
追
加
事
項
を
含
む
。
）

七
　
そ
の
他
指
定
警
察
官
が
特
殊
銃
を
適
正
か
つ
的
確
に
使
用
し
、
及
び
取
り
扱
う
た
め
必
要
な
事
項

２
　
前
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
の
追
加
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
の
判
断
の
基
準
に
従
い
、
か
つ
、
予
想
さ
れ
る
特
殊
銃
の
使
用
の
態
様
に
応
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
指
定
所
属
長
は
、
前
条
第
一
項
の
命
令
を
受
け
る
こ
と
な
く
特
殊
銃
の
携
帯
に
つ
い
て
指
示
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
急
を
要
す
る
場
合
で
同
項
の
命
令
を
受
け
る
い
と
ま
の
な
い
場
合
に
は
、
第
一
項
の
例
に
よ
り
、
特
殊

銃
の
携
帯
に
つ
い
て
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
指
定
所
属
長
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
特
殊
銃
の
携
帯
に
つ
い
て
指
示
し
た
場
合
に
は
、
事
後
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
警
察
本
部
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
指
定
所
属
長
は
、
特
殊
銃
の
携
帯
に
つ
い
て
指
示
し
た
と
き
は
、
看
視
者
を
置
く
こ
と
そ
の
他
の
特
殊
銃
の
盗
難
等
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
殊
銃
の
携
帯
）

第
九
条
　
現
場
指
揮
官
は
、
前
条
第
一
項
又
は
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
指
示
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
指
示
に
係
る
指
定
警
察
官
に
特
殊
銃
の
携
帯
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

２
　
現
場
指
揮
官
は
、
前
条
第
一
項
又
は
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
指
示
を
受
け
る
こ
と
な
く
指
定
警
察
官
に
特
殊
銃
の
携
帯
を
命
じ
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
指
定
警
察
官
は
、
第
一
項
の
命
令
を
受
け
る
こ
と
な
く
特
殊
銃
を
携
帯
し
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
の
命
令
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
特
殊
銃
は
、
専
用
の
特
殊
銃
入
れ
に
収
め
、
か
つ
、
直
ち
に
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

（
特
殊
銃
の
取
り
出
し
）

第
十
条
　
特
殊
銃
の
取
り
出
し
は
、
現
場
指
揮
官
の
命
令
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
命
令
は
、
第
八
条
第
一
項
第
四
号
の
判
断
の
基
準
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
警
察
本
部
長
又
は
指
定
所
属
長
が
事
態
に
応
じ
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
別
段
の
指
示
を
し
た
と
き
は
、
当
該
指
示
に
従
っ

て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
指
定
警
察
官
は
、
第
一
項
の
命
令
を
受
け
る
こ
と
な
く
特
殊
銃
を
取
り
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
状
況
が
急
迫
し
命
令
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
特
殊
銃
を
取
り
出
し
て
お
く
場
合
に
は
、
特
殊
銃
を
奪
取
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
細
心
の
注
意
を
払
う
と
と
も
に
、
相
手
を
殊
更
に
刺
激
し
、
又
は
周
囲
に
あ
る
者
に
不
安
を
覚
え
さ
せ
な
い
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
役
割
分
担
に
係
る
指
示
）

第
十
一
条
　
現
場
指
揮
官
は
、
特
殊
銃
の
取
り
出
し
に
当
た
り
、
指
定
警
察
官
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
役
割
の
分
担
そ
の
他
の
特
殊
銃
を
的
確
に
使
用
す
る
た
め
必
要
と
な
る
役
割
の
分
担
を
指
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
射
撃
を
率
先
し
て
行
う
任
務

二
　
前
号
の
任
務
の
遂
行
を
支
援
す
る
た
め
、
射
撃
を
行
う
任
務

三
　
情
報
を
収
集
し
、
現
場
指
揮
官
に
伝
達
す
る
任
務

（
連
射
に
係
る
設
定
）

第
十
二
条
　
現
場
指
揮
官
は
、
弾
丸
を
連
続
し
て
発
射
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る
特
殊
銃
の
取
り
出
し
に
当
た
り
、
指
定
警
察
官
に
対
し
、
当
該
装
置
の
作
動
の
有
無
及
び
態
様
に
関
す
る
設
定
に
つ
い
て
必
要
な
指
示
を
す
る
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
現
場
指
揮
官
は
、
事
態
の
変
化
に
応
じ
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
設
定
を
変
更
す
る
指
示
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
指
示
は
、
第
八
条
第
一
項
第
六
号
の
判
断
の
基
準
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
指
定
警
察
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係
る
設
定
を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
犯
罪
の
態
様
そ
の
他
の
事
態
に
照
ら
し
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
状
況
が
急
迫
し
命
令
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
特
殊
銃
の
使
用
）

第
十
三
条
　
特
殊
銃
の
使
用
は
、
現
場
指
揮
官
の
命
令
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
命
令
は
、
第
八
条
第
一
項
第
五
号
の
判
断
の
基
準
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
指
定
警
察
官
は
、
前
項
の
命
令
を
受
け
る
こ
と
な
く
特
殊
銃
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
状
況
が
急
迫
し
命
令
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
第
八
条
第
一
項
第
五
号
の
判
断
の
基
準
に
従
っ
て
特
殊
銃
を
使
用

す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３
　
銃
規
範
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
特
殊
銃
の
使
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
拳
銃
規
範
第
五
条
第
一
項
及
び
第
七
条
第
一
項
中
「
警
察
官
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
警
察
官
」
と
、
拳
銃
規
範
第
七

条
第
三
項
中
「
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
し
な
い
も
の
と
す
る
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
八
条
第
一
項
中
「
警
察
官
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
警
察
官
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
報
告
）

第
十
四
条
　
警
察
本
部
長
は
、
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
務
の
遂
行
を
命
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
あ
ら
か
じ
め
（
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
事
後
速
や
か
に
）
、
第
八
条
第
四
項
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
速
や
か
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
警
察
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
任
務
の
概
要

二
　
当
該
任
務
の
遂
行
の
た
め
に
用
い
る
特
殊
銃
の
種
類
及
び
数

三
　
そ
の
他
参
考
事
項

２
　
銃
規
範
第
十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
指
定
警
察
官
が
特
殊
銃
を
撃
っ
た
と
き
（
盲
発
し
た
と
き
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
拳
銃
規
範
第
十
条
第
一
項
中
「
警
察
官
は
、
」
と

あ
る
の
は
「
現
場
指
揮
官
は
、
指
定
警
察
官
が
」
と
、
「
所
属
長
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
所
属
長
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
所
属
長
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
所
属
長
」
と
、
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
、
「
所
轄
庁
の
長
」
と

あ
る
の
は
「
警
察
本
部
長
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
所
轄
庁
の
長
（
警
察
庁
長
官
（
以
下
「
長
官
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
警
察
本
部
長
」
と
、
「
長
官
」
と
あ
る
の
は
「
警
察
庁
長
官
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
派
遣
時
の
特
例
）

第
十
五
条
　
指
定
所
属
に
所
属
す
る
警
察
官
の
全
部
又
は
一
部
が
警
察
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
援
助
の
要
求
に
よ
り
他
の
都
道
府
県
警
察
に
派
遣
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
第
七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
警
察
本
部
長
」
と
あ
る
の
は
「
警
察
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
先
の
警
察
本
部
長
」
と
、
「
指
定
所
属
長
」
と
あ
る
の
は
「
警
察
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
先
の
警
察
本
部
長

又
は
そ
の
指
定
す
る
者
」
と
す
る
。

第
四
章
　
特
殊
銃
の
管
理

（
特
殊
銃
の
安
全
規
則
）

第
十
六
条
　
警
察
官
は
、
特
殊
銃
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
安
全
規
則
を
厳
守
し
、
危
害
防
止
に
つ
い
て
細
心
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
特
殊
銃
を
手
に
し
た
と
き
は
、
安
全
装
置
の
状
態
及
び
薬
室
内
の
た
ま
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
。

二
　
射
撃
す
る
と
き
の
ほ
か
、
指
定
所
属
長
が
特
に
指
示
し
た
と
き
を
除
き
、
薬
室
に
た
ま
を
装
て
ん
し
な
い
こ
と
。

三
　
射
撃
す
る
と
き
の
ほ
か
、
用
心
が
ね
の
中
に
指
を
入
れ
な
い
こ
と
。

四
　
射
撃
の
目
標
物
以
外
の
も
の
又
は
跳
弾
に
よ
り
人
を
傷
つ
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
方
向
に
は
、
銃
口
を
向
け
な
い
こ
と
。

五
　
特
殊
銃
を
他
人
に
渡
す
と
き
及
び
必
要
が
あ
っ
て
特
殊
銃
を
特
殊
銃
入
れ
か
ら
出
し
て
お
く
と
き
は
、
安
全
装
置
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
及
び
た
ま
が
薬
室
に
装
て
ん
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

六
　
必
要
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
は
、
特
殊
銃
入
れ
か
ら
特
殊
銃
を
取
り
出
し
、
又
は
こ
れ
を
も
て
あ
そ
ば
な
い
こ
と
。

七
　
職
務
上
必
要
の
な
い
者
に
は
、
特
殊
銃
を
渡
し
、
又
は
特
殊
銃
に
手
を
触
れ
さ
せ
な
い
こ
と
。

（
管
理
責
任
者
）

第
十
七
条
　
特
殊
銃
等
（
特
殊
銃
、
た
ま
及
び
こ
れ
ら
の
付
属
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
管
理
責
任
者
は
、
指
定
所
属
長
と
し
、
当
該
所
属
に
お
け
る
特
殊
銃
等
の
管
理
及
び
監
督
の
責
に
任
ず
る
。

（
特
殊
銃
の
保
管
に
関
す
る
拳
銃
規
範
の
準
用
）

第
十
八
条
　
銃
規
範
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
特
殊
銃
の
保
管
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
拳
銃
規
範
第
十
八
条
第
一
項
中
「
命
ぜ

ら
れ
た
部
署
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
所
属
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
拳
銃
等
の
保
管
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
所
属
に
配
備
さ
れ
た
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
警
察
官
か
ら
保
管
を

依
頼
さ
れ
た
拳
銃
等
」
と
あ
る
の
は
「
特
殊
銃
等
」
と
、
拳
銃
規
範
第
二
十
二
条
中
「
所
轄
庁
の
拳
銃
等
の
貸
与
事
務
担
当
課
」
と
あ
る
の
は
「
警
視
庁
及
び
道
府
県
警
察
本
部
の
装
備
事
務
担
当
課
」
と
、
拳
銃
規
範
第
二
十
三
条

第
一
項
中
「
所
轄
庁
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
警
察
本
部
長
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
所
轄
庁
の
長
（
長
官
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
警
察
本
部
長
」
と
、
「
事
故
拳
銃
」
と
あ
る
の
は
「
事
故
特
殊
銃
」
と
、
「
長
官
」
と
あ
る
の
は

「
警
察
庁
長
官
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
所
轄
庁
の
長
（
長
官
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
警
察
本
部
長
」
と
、
「
長
官
」
と
あ
る
の
は
「
警
察
庁
長
官
」
と
、
拳
銃
規
範
第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
一
号
」
と
あ
る
の
は

「
警
察
官
等
特
殊
銃
使
用
及
び
取
扱
い
規
範
別
記
様
式
第
一
号
」
と
、
「
所
轄
庁
」
と
あ
る
の
は
「
警
視
庁
又
は
道
府
県
警
察
本
部
」
と
、
拳
銃
規
範
第
二
十
五
条
中
「
所
轄
庁
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
警
察
本
部
長
」
と
、
「
別
記
様
式

第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
警
察
官
等
特
殊
銃
使
用
及
び
取
扱
い
規
範
別
記
様
式
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章
　
特
殊
銃
の
手
入
れ
及
び
検
査

（
特
殊
銃
の
手
入
れ
）

第
十
九
条
　
特
殊
銃
の
手
入
れ
は
、
次
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
特
殊
銃
の
構
造
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
範
囲
で
分
解
を
し
て
行
う
こ
と
。

二
　
警
察
官
は
、
特
殊
銃
を
撃
っ
た
と
き
又
は
特
殊
銃
が
雨
雪
等
に
さ
ら
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
速
や
か
に
手
入
れ
を
行
い
、
そ
の
後
更
に
反
復
し
て
手
入
れ
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

三
　
取
扱
い
責
任
者
は
、
自
己
の
保
管
に
係
る
特
殊
銃
に
つ
い
て
は
、
毎
月
一
回
以
上
手
入
れ
を
行
う
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
取
扱
い
責
任
者
は
、
当
該
特
殊
銃
に
係
る
指
定
警
察
官
に
そ
の
手
入
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
特
殊
銃
の
検
査
に
関
す
る
拳
銃
規
範
の
準
用
）

第
二
十
条
　
銃
規
範
第
二
十
九
条
の
規
定
は
、
特
殊
銃
等
の
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
月
三
〇
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
警
察
官
等
特
殊
銃
使
用
及
び
取
扱
い
規
範
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
特
殊
銃
の
送
付
及
び
登
録
並
び
に
試
射
弾
丸
及
び
試
射
薬
き
よ
う
の
整
理
保
管
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
警
察
官
等
特
殊
銃
使
用
及
び
取
扱
い
規
範
（
次
条
に
お
い
て
「
新
特
殊
銃
規
範
」
と
い
う
。
）

第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
新
け
ん
銃
規
範
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
　
新
特
殊
銃
規
範
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
新
け
ん
銃
規
範
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
送
付
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
特
殊
銃
規
範
別
記
様
式
第
二
号
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
二
四
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
月
二
七
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
三
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
備
行
為
）

第
三
条
　
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
三
年
政
令
第
二
百
八
十
五
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）
第
十

九
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
等
の
開
催
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
指
定
に
関
す
る
規
則
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
警
察
官
の
服
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
警
察
官
の
服
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
１
号

- 1 -

← →

様式第１号

↑
試射弾丸及び

試射薬きよう
登 録 票

8
.
0
c
m

所 属 名

特

殊

銃

名 称

型 式

口 径

備 考

↓

7.0cm

銃 身 長

番 号

試 射年 月日 年　　　　月　　　　日

5



様
式
第
２
号

様式第2号

試 射 弾 丸 及 び 薬 き よ う 送 付 書

令和 年 月 日

科 学 警 察 研 究 所 長 殿 警 察 本 部 長 印

送 付 物 件 試射弾丸及び試射薬きよう 各１個 試射年月日 年 月 日

口径
亡失

亡失特殊銃 名称 型式 銃身長 番号 発
弾薬

所属
亡 失 者

官職 氏名 歳

前 前
亡失年月日 令和 年 月 日 午 時 分頃から 月 日 午 時 分頃までの間

後 後

亡失の場所

亡失の状況

備 考
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